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   中津市女性創業・起業支援補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 中津市女性創業・起業支援補助金（以下「補助金」という。）の交付について

は、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号。以下「規則」という。）

及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１８年中津市規則第７号）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、女性が創業に際し要する費用を市が補助することにより、女

性の創業及び起業の機運を高め、社会進出を促し、地域での活躍推進を図ることを

目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 創業 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号。以下「法」という。）

第２条第３０項各号に掲げる行為をいう。 

 （２） 創業の日 個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日

をいう。 

 （３） 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等（仮設又は臨時のものを

除く。）をいう。 

 （４） 特定創業支援等事業 法第２条第３１項に規定する特定創業支援等事業で

あって、中津市創業支援等事業計画に基づき実施する経営、財務、人材育成、販

路開拓等の知識が身につくと市長が認める事業をいう。 

 （補助対象者） 



第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内で創業

する女性で、次のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合

は、この限りでない。 

 （１） 個人事業主にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に定

めるところにより本市が備える住民基本台帳に記録された者で、事業所の所在地

を市内に置くもの（第１５条の規定による実績報告を提出する日の前日までにそ

の予定であるものを含む。） 

 （２） 法人を設立する場合にあっては、創業の日までに市内を本店所在地とする

登記簿が備えられているもの（第１５条の規定による実績報告を提出する日の前

日までにその予定であるものを含む。） 

 （３） 特定創業支援等事業によるセミナーを受講したと市長が認めるもの 

 （４） 許認可等を必要とする業種の創業に当たっては、当該許認可等を受けたも

の（創業の日の前日までにその予定であるものを含む。） 

 （５） 創業の日以後、当該創業に係る事業を市内において３年以上継続して実施

する予定であるもの 

 （６） 市が実施する他の補助制度による補助を受けていないもの 

 （７） 市税（本市以外の市町村又は特別区において課税されている場合は、当該

市町村又は特別区において課税されている市区町村税をいう。）の滞納がないも

の 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とし

ない。 

 （１） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者 

 （２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条に規定する事業を営む者 

 （３） フランチャイズ契約（中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）

第１１条第１項に規定する特定連鎖化事業による契約をいう。）又はこれに類す

ると市長が認めるものに基づく事業を営む者 



 （４） 公序良俗に反する事業又は補助金の使途として社会通念上不適切であると

認められる事業を営む者 

 （５）別表第１に掲げる事業を営む者 

 （６） その他市長が不適当と認める者 

 （補助事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する収益が生じる事業であって、３年間の継続性が見込まれると市

長が認めるものとする。ただし、創業後に申請する場合の補助事業は、新規事業の

展開又は既存事業の拡大に資するものに限る。 

 （１） 地域課題を解決する事業 

 （２） 住民の生活環境の向上に資する事業 

 （３） 地域資源を活用し、地域振興に資する事業 

 （４） その他市長が認める事業 

 （補助対象経費、補助金額等） 

第６条 市長は、補助対象者が補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金

交付の対象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予

算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第２に定めるところによる。 

３ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。 

４ 補助金の交付は、１補助対象者につき１回限りとする。 

 （補助事業に関する施工業者） 

第７条 補助事業の実施に当たり、新築工事又は改築工事を業者に委託して施工する

場合は、当該業者は、市内に住所又は事務所を有するものとする。ただし、特殊な

内外装の施工や専門的な設備機器の導入に係る場合は、この限りでない。 

 （補助金の交付の申請） 

第８条 規則第３条第１項に規定する補助金の交付の申請は、補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添え、補助事業を実施する前又は創業の日から１年

以内にこれを市長に提出するものとする。 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 



 （２） 収支予算書（様式第３号） 

 （３） 見積書の写し、図面等 

 （４） 補助事業を実施するに当たり、不動産を賃貸借する場合にあっては、賃貸

借契約書の写し又はこれに類するもの 

 （５） 創業後に申請する場合には、個人事業主にあっては開業届出書の写し、法

人にあっては登記事項証明書 

 （６） その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定による補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費

税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）が

ある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 （補助金の交付の決定等） 

第９条 市長は、規則第６条の決定の通知は、補助金交付（不交付）決定通知書（様

式第４号）によるものとする。 

 （申請の取下げ） 

第１０条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）

は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があ

るときは、当該通知を受けた日から起算して１５日以内に、書面により申請の取下

げをすることができる。 

 （変更等の承認） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分若しくは執行計画の変更をす

る場合又は補助事業の全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止しようとする場合

は、あらかじめ補助事業変更等承認願（様式第５号）により市長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をする場合を除く。 

 （１） 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更 

 （２） 補助対象経費の２０パーセント以内の増減 



 （遅延等の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込

まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業

事故報告書（様式第６号）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （交付の決定の変更等） 

第１３条 市長は、次のいずれかの場合において、補助金の交付の決定の内容若しく

はこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消したとき

は、補助金交付決定変更（取消）通知書（様式第７号）により補助事業者に通知す

るものとする。 

 （１） 第１１条の承認をした場合 

 （２） 前条の報告を受けた場合 

 （３） 規則第８条第１項の規定により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

 （４） 補助事業者が規則第１４条第１項各号のいずれかに該当する場合 

 （状況報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があった

ときは、速やかに状況報告書（様式第８号）により市長に報告しなければならない。 

 （実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業を完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けた

ときを含む。）は、その日から起算して３０日を経過した日又は翌会計年度の４月１

０日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書（様式第１０号） 

 （２） 収支精算書（様式第１１号） 

 （３） 申請者の住民票の写し（個人が創業する場合に限る。） 

 （４） 事業所の所在が確認できる登記事項証明書の写し（法人を設立する場合に

限る。） 

 （５） 契約書、見積書、領収書の写し、その他補助事業の実施及び支払いが確認

できる証拠書類 

 （６） 工事完了後の写真及び購入した備品の写真 



（７） 開業届出書の写し、その他開業したことが確認できる証拠書類又は実績報 

告書を提出した日から６０日以内に開業する旨の確約書 

（８） その他市長が必要と認める書類 

２ 第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項

の規定による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明

らかである場合はこれを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１６条 市長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要

に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、補助金の額の確定通知書（様式第１２号）により補助事業者に通知するものと

する。 

２ 第８条第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者のうち、

前項の規定による補助金の額の確定通知を受けた後において消費税等の申告によ

り当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した者は、その金額（前項の規定

により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金に係る

消費税等仕入控除税額確定報告書（様式第１３号）により速やかに市長に報告する

とともに、当該金額を返還しなければならない。 

 （補助金の請求） 

第１７条 補助事業者は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額が確定し

たときは、補助金精算（概算）払請求書（様式第１４号）により市長に補助金を請

求するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付すべき補助金の額が確定する前において、市長が

特に必要があると認めるときは、補助事業者は、交付の決定した額の範囲内におい

て必要と認められる額を市長に請求できるものとする。 

３ 前項の規定により交付した補助金の額が、前条の規定に基づき確定した補助金の

額に満たないときは、補助事業者は、その不足する額について補助金精算（概算）

払請求書により請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超え

るときは、市長は、その超える額について規則第１５条第２項の規定に基づき返還

を命ずるものとする。 



 （補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の

全部又は一部の返還及び規則第１６条第１項に規定する加算金の納付を命ずるも

のとする。 

２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜら

れた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額

に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （財産の処分等の制限） 

第１９条 補助事業者は、規則第１９条に規定する承認を受けようとするときは、財

産処分等承認願（様式第１５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。ただし、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間を経過した場

合は、この限りでない。 

 （関係書類等の整備） 

第２０条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属

する会計年度の終了後５年間とする。 

 （委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の

失効前に完了した補助事業における第１５条から第２０条までの規定は、この告示

の失効後も、なおその効力を有する。 

   附 則（令和６年７月３０日中津市告示第２３５号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この告示による改正後の中津市女性創業・起業支援補助金交付要綱の規定は、こ

の告示の施行の際既に創業（第３条第１号に規定する創業をいう。）を開始し、かつ、

創業の日から１年を経過していない者についても適用する。 

   附 則（令和６年８月３０日中津市告示第２５０号） 

 この告示は令和６年９月２日から施行する。 

附 則（令和８年３月  日中津市告示第   号） 

 この告示は令和８年３月３１日から施行する。 

 

別表第１ 補助対象外業種（第４条関係） 

１ 農業 

２ 林業（素材生産業及び素材生産サービスを除く。） 

３ 漁業 

４ 鉱業、採石業及び砂利採取業 

５ 金融業及び保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

６ 学術研究及び専門・技術サービス業（興信所に限る。） 

７ 生活関連サービス業及び娯楽業（競輪・競馬等の競争場、競技団に限る。） 

８ 医療業（病院、一般診療所及び歯科診療所に限る。） 

９ 複合サービス事業 

１０ サービス業（他に分類されないもの）のうち、次に掲げるもの 

（１） 政治・経済・文化団体 

（２) 宗教 

１１ その他市長が適当でないと認めるもの 

 

別表第２（第６条関係） 

補助対象経費 
補助率 補助限度額 

科目 内容 

工事費 

 

事業所の新増築工事又は改築

工事に要する経費、ケーブルネ

ットワーク引込工事費及び屋

補助対象経費の 

２分の１の範囲

内で市長が定め

１００万円 



内工事費 る割合 

設備費 備品等購入費（取得単価が３万

円未満のもの及び補助対象事

業以外での利用も可能な汎用

性の高い備品の購入費を除

く。）及び設備等運搬費（事業の

用に供するものに限る。） 

役務費 

 

不動産契約仲介手数料、登記手

数料、広告宣伝費等 

 


